
津市契約事務検討会議設置要綱 

 

平成１８年１月１日訓第４号  

 

 改正 平成１９年３月３０日訓第４８号 

    平成２０年３月３１日訓第２６号 

 

 （設置） 

第１条 本市における建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２

条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）等の入札その他の契約に

係る事務（以下「契約事務」という。）の適正かつ円滑な処理を推進すると 

 ともに、契約事務のより一層の透明性及び公平性等の確保を図ることにより、 

 当該入札の公正自由な競争に資するため、津市契約事務検討会議（以下「検

討会議」という。）を置く。 

 （所掌事項） 

第２条 検討会議の所掌事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 建設工事等の入札手続の在り方に関すること。 

 ⑵ 契約事務の処理方法に係る調査研究に関すること。 

 ⑶ 契約事務に係る関係各課等の相互間の連絡調整に関すること。 

 ⑷ その他契約事務の処理に係る検討に関すること。 

 （構成） 

第３条 検討会議は、会長、副会長及び委員で構成する。 

２ 会長には副市長、副会長には政策財務部長をもって充てる。 

３ 委員には、津市建設工事等入札参加資格審査委員会設置要綱（平成１８年

津市訓第３号）第３条第３項第１号に規定する委員に任命された職員をもっ

て充てる。 

 （会長及び副会長） 

第４条 会長は、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 検討会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

 （意見の聴取等） 



第６条 会長は、必要があると認めるときは、識見を有する者から意見を聴き、

又は関係職員に対して説明を求めることができる。 

 （報告） 

第７条 会長は、検討会議の会議が開かれたときは、速やかにその結果を市長

に報告するものとする。 

 （庶務） 

第８条 検討会議の庶務は、総務部調達契約課において処理する。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

   附 則 

 この訓は、平成１８年１月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年３月３０日訓第４８号） 

 この訓は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２０年３月３１日訓第２６号） 

 この訓は、平成２０年４月１日から施行する。 


